
内閣官房　地域活性化統合事務局

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における新たな規制の特例措置に関する提案に対する国と地方の協議の結果について

提案事項名
担当省庁
担当課

根拠法令 対応
実施時

期
スケジュー

ル
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など ※対応の但し書き 対応 理由等

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

499

・ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

・自動で時間帯規制や許可車両の円滑な通行を
可能とするため、一方通行化、及びライジングボ
ラード（許可車両のみ自動的に車止めが下がるシ
ステム）を設置し、効率化と確実な通行制限を図
る。

ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

警察庁
交通規制
課

道路交通法第４条、
第８条、第77条、第79
条

Ｄ - -

　道路にボラードを設置する場合には、当該ボラードは、道路法上、設置者が道
路管理者であれば道路の附属物になり、それ以外の者であれば占用物件になる
との見解が国土交通省から示されました。御提案の「ライジングボラード」を設置
する者が道路管理者かそれ以外の者かは確定していないとのことですが、いずれ
の場合であっても、提案内容については、現行制度で実現可能であると考えられ
ます。当庁からの意見に対しては既に「実施に際しては、具体的な実施内容、方
法に加え、設置主体や管理手法等について、交通管理者をはじめ地元団体等と
十分な協議を行ったうえで進めたい」と回答を頂いておりますので、実施に際して
は十分な協議を行っていただけるようお願いいたします。

ａ - －

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

499

・ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

・自動で時間帯規制や許可車両の円滑な通行を
可能とするため、一方通行化、及びライジングボ
ラード（許可車両のみ自動的に車止めが下がるシ
ステム）を設置し、効率化と確実な通行制限を図
る。

・ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

国土交通
省道路局
路政課道
路利用調
整室

道路法第３２条及び
第３３条

Ｄ － －

実務者レベル打ち合わせにおいて自治体が要望していた内容は、ライジングボ
ラードの道路法上の位置づけであったが、道路管理者以外の者がライジングボ
ラードを設置しようとする場合には、道路法３３条に規定する基準に合致すれば設
置が可能である。

ｂ

道路法第33条に合致すれば設置が可能との国の見解は了解いたしますが、ライジングボ
ラードは車両の通行を制限するために車道に設置しようとするものであり、円滑かつ安全
な車両の通行確保を前提とする道路法第33条の規定に合致するとの解釈が難しいので
はと危惧しています。ついては、道路法第33条に規定する基準に「合致する」という具体
的な解釈、根拠等をご示唆いただきたいと存じます。

危惧している点の具体的な箇所としては、下記のとおりです。
・道路法第33条第1項には、「道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するもの
であって」とあり、32条第1項各号に掲げられている工作物、物件、施設には、ライジング
ボラードは該当しないのではないかと思われます。
・同条同項には、「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり」とあります
が、ライジングボラードは車両の通行を制限するために設置しようとするものであることか
ら、車道の中心付近に設置することを想定しており、敷地外の余地にかかわらず、また
「やむを得ず」ではなく、「積極的に」道路を占用する施設となります。
・さらに、同条同項には、「同条（32条）第二項第二号から第七号までに掲げる事項につい
て政令で定める基準に適合する場合に限り」とあり、32条2項3号の「道路の専用の場所」
にかかる政令第十条第一項イ号にて、設置位置が限定的に規定されているが、ライジン
グボラードの設置を想定する「車道の中心付近」を許容できるような規定には見受けられ
ない。

また、今後の協議等の中で現行法対応が困難となった場合、特区として対応が可能とす
る等柔軟かつ特段のご配慮をお願いいたします。

提案者はライジングボラードの設置
場所や仕様について、具体化を図る
べく検討を進めること。国土交通省
は、提案者の意見を踏まえ、道路法
第33条の運用について「合致」する
ことに係る基準を明確にしていただ
きたい。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

500

・ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

・道路法に基づき道路管理者が行っている自転車
歩行者専用道路の通行制限にあわせて、道路交
通法に基づく車両の通行禁止規制を実施する。警
察が行う通行許可を道路管理者が行うことで、許
可手続きの簡略化が期待できる。また、ライジン
グボラードを活用し、許可車両以外の通行制限の
徹底を図る。

ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

警察庁
交通規制
課

道路交通法第４条、
第８条、第77条、第79
条

Ｄ － －

実務者レベル打合せ等において、「現在、道路法第48条の13に規定される自転車
歩行者専用道路については、道路法の解釈で運用しており特段の支障がない」旨
説明を受けたことから、当庁より、道路交通法による規制の必要性を確認させて
いただいたところ、「今後も（道路法上の）規制を継続し、その運用については、地
域の実情を踏まえ進めていく」旨ご回答いただいたものと承知しております。

ａ -

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

501

・一定地域内での車
両の走行速度抑制
による歩行者の優
先通行のルール化

・生活道路における車両の通行規制や走行速度
を徐行程度に規制したい。

一定地域内での車
両の走行速度抑制
による歩行者の優
先通行のルール化

警察庁
交通規制
課

道路交通法第４条 Ｄ － －

　実務者レベル打合せ等において説明させていただいたとおり、警察庁では、警
察庁交通局長通達「ゾーン30の推進について」（平成23年9月20日付警察庁丙規
発第21号）を発出するなどゾーン30を推進しており、ご提案については、現行制度
内で対応可能であると思われます。

ａ
実施にあたり、警察関係との協議をより円滑に進めるため、県警にこの取り組みについて
周知するなど、実現に向けてのご配慮をお願いしたい。また、取り組み事例について、ご
教示いただきたい。

提案者は実施する事業内容を明確
にし、地元警察等と協議を進めるこ
と。協議を進めるにあたって、支障
等があれば、前向きに協議が行わ
れるよう、警察庁としても配慮いただ
きたくお願いする。
また、取り組み事例も提供するよう
お願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

502

・歩行者・自転車の
安全で快適な通行
環境を確保するため
の標識、路面表示
の設置

・生活道路と歩行者・自転車道との交差点付近で
は車両が一時停止または徐行するように規制す
る標識、路面表示を行いたい。

歩行者・自転車の安
全で快適な通行環
境を確保するための
標識、路面表示の
設置

警察庁
交通規制
課

道路交通法第４条 Ｄ － －

　実務者レベル打合せ等において、御提案の内容が交通規制権限の委譲ではな
く、「地元の警察が規制を行いやすくする手法（利害関係者や住民、地元警察等
の関係機関、学識経験者等からなる交通規制等を含み健幸に関するまちづくり協
議会の設置など）について、具体的な考え方を整理し」た上で、地元警察と協議を
行う際には、「担当者の判断により協議が滞ることのないよう（警察に対し）ご配慮
願」うというものになったと承知しています。
　　なお、市独自のデザインによる標識を用いる場合は、交通安全上の支障がな
いことに加え、道路交通法第76条第１項、第２項の規定や屋外広告物条例につい
て検討する必要があります。これらの条件が満たされるのであれば法的な問題は
生じないのではないかと考えています。

ａ
今後地元警察と協議を進めていきますが、担当者の判断により協議が滞ることのないよ
うにご配慮願います。

提案者は実施する事業内容を明確
にし、地元警察等と協議を進めるこ
と。協議を進めるにあたって、支障
等があれば、前向きに協議が行わ
れるよう、警察庁としても配慮いただ
きたくお願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

503

・ウォーキングコース
の案内表示(路面表
示)の設置基準の緩
和

・首長の判断により設置可能としたい。

ウォーキングコース
の案内表示(路面表
示)の設置基準の緩
和

警察庁
交通規制
課

道路交通法第４条 Ｄ － －

　提案頂いている「道路上での案内表示」を含め、法定外表示については、交通
安全上の支障が無いことに加え、道路交通法第76条第１項、第２項のほか、各自
治体の屋外広告物条例等に抵触しなければ法的な問題は生じないのではないか
と考えています。いずれにしても地元警察との十分な調整をお願いいたします。

ａ
 現行法令等で対応可能という国の見解であることから、今後のまちづくりにおいて重要な
事業であるという認識の下、事業実施における担当者の協議においては、前向きに協議
に応じてもらえるよう、本省から通達などによって意思の疎通を図ってもらいたい。

提案者は実施する事業内容を明確
にし、地元警察等と協議を進めるこ
と。協議を進めるにあたって、支障
等があれば、前向きに協議が行わ
れるよう、警察庁としても配慮いただ
きたくお願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

503

・ウォーキングコース
の案内表示(路面表
示)の設置基準の緩
和

・首長の判断により設置可能としたい。

・ウォーキングコー
スの案内表示(路面
表示)の設置基準の
緩和

国土交通
省道路局
路政課道
路利用調
整室

道路法第３２条及び
第３３条

Ｄ － －
事前の提案者との質問・回答の段階において、提案者が、各道路管理者と十分
協議を行い占用許可を受けて、路面標示を設置することとしており、実務者レベル
打ち合わせは割愛された。

ａ
 現行法令等で対応可能という国の見解であることから、今後のまちづくりにおいて重要な
事業であるという認識の下、事業実施における担当者の協議においては、前向きに協議
に応じてもらえるよう、本省から通達などによって意思の疎通を図ってもらいたい。

提案者は実施する事業内容を明確
にし各道路管理者等と協議を進める
こと。協議を進めるにあたって、支障
等があれば、前向きに協議が行わ
れるよう、国土交通省としても配慮
いただきたくお願いする。

総合特区名 提案事項の具体的内容提案事項名
整理
番号

国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答（3／22時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他） 内閣府

整理
Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議 【書面協議】　担当省庁の見解（3／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－2：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

内閣府整
理（コメン

ト欄）
（4／3時

点）

1　／　6



内閣官房　地域活性化統合事務局

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

499

・ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

499

・ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

500

・ライジングボラード
（自動昇降式車止）
による車両通行制
限実施

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

501

・一定地域内での車
両の走行速度抑制
による歩行者の優
先通行のルール化

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

502

・歩行者・自転車の
安全で快適な通行
環境を確保するため
の標識、路面表示
の設置

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

503

・ウォーキングコース
の案内表示(路面表
示)の設置基準の緩
和

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

503

・ウォーキングコース
の案内表示(路面表
示)の設置基準の緩
和

総合特区名 提案事項名
整理
番号

対応 実施時期
スケ

ジュール
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

Ⅰ Ｄ Ⅰ

Ⅱ Ｄ － －

　御提案の内容は、法律上の権限に基づく車両の通行についての規制が行われ、その規制の実効性を担保す
るためにライジングボラードによる物理的な通行制限が行われるものと考えられる。車両の通行について規制
が行われている以上、当該道路の部分は原則車両の通行が認められない場所となっており、「安全かつ円滑
な車両の通行確保を前提とする道路法第３３条の規定に合致するとの解釈が難しいのでは」との御懸念は当た
らないものと考える。
　上記の前提のもと、各御質問について一般的に回答すると次のとおりである。
・　車両の通行についての規制が行われた道路に設けるライジングボラードは、道路法第３２条第１項第１号の
「その他これらに類する工作物」に該当する。
・　無余地性の基準「道路の敷地外に余地がないためやむを得ないもの」の解釈に係る質問と考えられるが、
車両の通行を物理的に制限するためのライジングボラードは、道路の敷地外においては通行制限の実行性を
確保できず、設置目的を達成できないものであると思われる。このような場合は、「道路の敷地外に余地がな
い」ものと考えられ、「やむを得ないもの」に該当すると考える。
　なお、例えば交通の安全を確保するためにカーブミラーを設置する際、隣接する道路敷地外に設置スペース
があっても距離が遠く交通の安全の確保に資さず（カーブミラーがよく見えない）、設置目的を達成できない場
合は、無余地性の基準を満たすものと解している。
・　「道路の占用の場所」については、一般的に、車両の通行についての規制が行われた道路に設けるライジン
グボラードであれば、設置場所の基準の道路法施行令第１０条第１項第１号イ（５）の「その他これらに類する道
路の部分」に該当するものと考える。
　なお、実際の設置に当たっては、ライジングボラードを設置しようとする道路の道路管理者及び管轄する警察
と十分に協議願いたい。

ａ
現行法令等で実施可能であると了解いたしました。
推進にあたり特段のご支援・ご配慮をお願いいたします。 Ｄ

国土交通省より道路法第33条の運用にお
ける解釈が示され、自治体が了解し、自
治体の要望は実現可能であることが明ら
かとなったため協議終了。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ Ⅰ

Ⅰ Ｄ

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は実
施する事業内容を明確化し、地元警察等
と協議を進めること。なお、協議を進める
にあたり支障等があれば、前向きに協議
が行われるよう、警察庁としても配慮いた
だきたくお願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は実
施する事業内容を明確化し、地元警察等
と協議を進めること。なお、協議を進める
にあたり支障等があれば、前向きに協議
が行われるよう、警察庁としても配慮いた
だきたくお願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は実
施する事業内容を明確化し、地元警察等
と協議を進めること。なお、協議を進める
にあたり支障等があれば、前向きに協議
が行われるよう、警察庁としても配慮いた
だきたくお願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は実
施する事業内容を明確化し、各道路管理
者等と協議を進めること。なお、協議を進
めるにあたり支障等があれば、前向きに
協議が行われるよう、国土交通省としても
配慮いただきたくお願いする。

Ⅰ

省庁の
最新見解

内閣府再整理（コメント欄）
（6／1時点）

内閣府
再整理
Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議【再書面協議】　担当省庁の見解（5／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（5／18時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）事務レベ

ル協議を
実施した

もの

内閣府整理 Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方で合意に至ったもの（今後、合意に至った方策を活用して地方において取組を実現していくもの） Ⅱ：提案者の取組を実現するための方策の方向性について合意に至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの

Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの

2　／　6



内閣官房　地域活性化統合事務局

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における新たな規制の特例措置に関する提案に対する国と地方の協議の結果について

提案事項名
担当省庁
担当課

根拠法令 対応
実施時

期
スケジュー

ル
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など ※対応の但し書き 対応 理由等

総合特区名 提案事項の具体的内容提案事項名
整理
番号

国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答（3／22時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他） 内閣府

整理
Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議 【書面協議】　担当省庁の見解（3／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－2：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

内閣府整
理（コメン

ト欄）
（4／3時

点）

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

504

・河川区域内での
ウォーキング利便施
設の整備に関する
許可手続きの緩和

・許可申請に必要な書類の簡素化及び申請にか
かる時間の短縮を図りたい。

河川区域内でのウ
オーキング利便施
設の整備に関する
許可手続きの緩和

国土交通
省水管理・
国土保全
局水政課・
河川環境
課

河川法第２４条・第２
６条

Ｄ － －

○河川申請書類の簡素化（特に、プラニメーターによる求積の許可）
　  座標数値やデータを提出頂き、計算の過程が確認できるものであれば、プラニ
メーターによる求積図でも差し支えない。

○標準処理期間（おおむね３ヶ月）の明記
　　標準処理期間の記載については、「行政手続法の施行に伴う河川法等におけ
る処分の審査基準の策定等について（平成６年９月３０日付　局長通達）」におい
て「おおむね３ヶ月」と明記している。
    なお、実際の処理期間を現場に確認をしたところ、ほとんどが３ヶ月以内に処
理をしていると聞いている。また、申請者が特に急いでいる場合には、可能な限り
短縮を図るように努めているとのことである。

○イベント等の当事者による直接許可申請（岐阜市が窓口となり手続きが煩雑）
　　花火大会等の一時的な占用の場合には、民間事業者等が申請者となり、河川
管理者へ直接提出することは可能である。

以上については地元事務所に連絡済みであるので、適宜事務所にご相談頂きた
い。
なお、実務者レベル打ち合わせにおいて、上記について説明し、提案者の理解を
得たものと認識している。

ａ
 現行法令等で対応可能という国の見解であることから、今後のまちづくりにおいて重要な
事業であるという認識の下、事業実施における担当者の協議においては、前向きに協議
に応じてもらえるよう、本省から通達などによって意思の疎通を図ってもらいたい。

提案者は実施する事業内容を明確
にし各河川管理者等と協議を進める
こと。協議を進めるにあたって、支障
等があれば、前向きに協議が行わ
れるよう、国土交通省としても配慮
いただきたくお願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

506

・市民に対する買物
支援サービスの取
扱い品目に酒類を
加えることへの緩和

・商店街有志の団体の場合は、参加者に酒店が
いれば取り扱えるようにしたい。

市民に対する買物
支援サービスの取
扱い品目に酒類を
加えることへの緩和

国税庁
酒税課

・酒税法第9条（販売
業免許）第10条（製造
免許等の要件）

Ａ-2
平成24
年９月

　平成24年
２月27日か
ら実施して

いるパブリッ
クコメント

（意見公募
手続）の結
果を踏まえ
て最終的な
改正内容を
確定させ、
周知・準備
期間を経

て、本年９月
１日から適
用を開始す

る予定。

　法人格を有する商店街有志の団体又は同団体の参加者（酒類販売業者を含
む。）が、酒類の買い物支援として、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介す
るときには、酒類販売媒介業免許を取得する必要がある。同免許を取得するため
には、酒税法第10条に定められた要件（人的要件、経営基礎要件等）を満たす必
要がある。経営基礎要件に関する具体的な取扱いについては、現行の酒税法及
び酒類行政関係法令等解釈通達（第２編第10条第10号関係の10）において、取
扱能力の基準数量（年平均取扱見込数量）を定めており、年240kl以上の取扱数
量を見込んでいることを要することとしている。
  法令解釈通達については、新規参入ニーズや酒類の取引実態等も踏まえて見
直しを検討してきたところであり、「予定している媒介業を継続して行う見込みのあ
る者」等については取扱能力を有することとし、法令解釈通達の一部改正（案）を
パブリックコメント（意見公募手続）において公表した（意見公募期間は２月27日か
ら３月28日）。

ａ -

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

508

・デマンド交通の利
便性向上のための
停留所設置に係る
占用許可手続きの
簡素化

・首長の判断によりデマンド交通の停留所を設置
できるよう認めてほしい。

デマンド交通の利便
性向上のための停
留所設置に係る占
用許可手続きの簡
素化

警察庁
交通規制
課

道路交通法第77条 Ｅ － －

　当庁からは、デマンド交通の停留所設置に関して、「交差点直近や乗客の滞留
スペースがない等、交通上危険な場所に設置するというのでなければ、道路使用
許可は可能であり、問題は生じていない」との見解を示しておりますが、これに対
する回答は、「特にありません。」とのことであり、特段の反論等を頂いておりませ
んので、当庁見解を了解いただいたものと考えております。

ａ
公共交通としての性格上、交通の危険となる場所に乗降場所を設置する予定はありませ
ん。必要に応じ、所管の警察署等の指導を仰ぎます。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

508

・デマンド交通の利
便性向上のための
停留所設置に係る
占用許可手続きの
簡素化

・首長の判断によりデマンド交通の停留所を設置
できるよう認めてほしい。

・デマンド交通の利
便性向上のための
停留所設置に係る
占用許可手続きの
簡素化

国土交通
省道路局
路政課道
路利用調
整室

道路法第３２条及び
第３３条

Ｄ － －
実務者レベル打ち合わせにおいて自治体が要望していた内容は、地面に固着し
ないデマンド交通の停留所の設置であったが、安全性が確保されれば、当該停留
所の設置は可能である。

ａ
今後は管理者である国道事務所に対し、停留所の設置案を示したうえで許可の判断を仰
ぎたいと考えますが、安全性の向上のため道路の付帯物（ガードレール等）への補強行
為等を承認いただくなど、より柔軟な対応を希望します。

提案者は実施する事業内容を明確
にし各道路管理者等と協議を進める
こと。協議を進めるにあたって、支障
等があれば、前向きに協議が行わ
れるよう、国土交通省としても配慮
いただきたくお願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

509
・ベンチやバス停上
屋設置の際の歩道
有効幅員の緩和

・中心市街地の幹線道路では、バスベイの設置に
より歩道幅員が削られ、更にバス停上屋やベンチ
の設置を困難としているため、地域の交通状況に
応じた占用基準の緩和により、バス停上屋やベン
チの設置できる箇所を増やしたい。

ベンチやバス停上屋
設置の際の歩道有
効幅員の緩和

警察庁
交通規制
課

道路交通法第77条 Ｄ － －

 既に説明させていただいているとおり、バス停留所の上屋等の設置に関する道
路使用許可の判断基準については、「バス停上屋に関する道路使用許可の取扱
いについて」（平成15年１月31日付け警察庁丁規発第８号）において「目安」として
示しているところであり、地域の実情に応じて柔軟に対応することは可能です。
　なお、その場合においても車いす利用者の円滑な通行や交通安全上必要な措
置についての十分な検討が必要です。

ａ
現行法令等で対応可能という国の見解であることから、今後のまちづくりにおいて重要な
事業であるという認識の下、事業実施における担当者の協議においては、前向きに協議
に応じてもらえるよう、本省から通達などによって意思の疎通を図ってもらいたい。

提案者は実施する事業内容を明確
にし、地元警察等と協議を進めるこ
と。協議を進めるにあたって、支障
等があれば、前向きに協議が行わ
れるよう、警察庁としても配慮いただ
きたくお願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

509
・ベンチやバス停上
屋設置の際の歩道
有効幅員の緩和

・中心市街地の幹線道路では、バスベイの設置に
より歩道幅員が削られ、更にバス停上屋やベンチ
の設置を困難としているため、地域の交通状況に
応じた占用基準の緩和により、バス停上屋やベン
チの設置できる箇所を増やしたい。

・ベンチやバス停上
屋設置の際の歩道
有効幅員の緩和

国土交通
省道路局
路政課道
路利用調
整室

道路局企
画課

道路法第３２条及び
第３３条

Ｄ － －

実務者レベル打ち合わせにおいて岐阜市が要望していた内容は、岐阜県が管理
する道路における、ベンチやバス停上屋を設置する際の歩道有効幅員の基準の
緩和であったが、国の基準は技術的助言に過ぎないため、地域の実情に応じ、岐
阜県において基準を定めることが可能である。

ａ
 ベンチやバス停上屋を設置する場合の技術的助言にすぎないため、地域の事情に応じ
た判断を道路管理者がすることになるが、判断の拠り所となるようなものを示唆していた
だくことを望みます。

提案者は歩道有効幅員の基準につ
いて、具体化を図るべく検討を進め
ること。国土交通省は、提案者の意
見を踏まえ、判断や解釈の根拠とな
るようなものを提供するようお願いす
る。
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内閣官房　地域活性化統合事務局

総合特区名 提案事項名
整理
番号

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

504

・河川区域内での
ウォーキング利便施
設の整備に関する
許可手続きの緩和

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

506

・市民に対する買物
支援サービスの取
扱い品目に酒類を
加えることへの緩和

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

508

・デマンド交通の利
便性向上のための
停留所設置に係る
占用許可手続きの
簡素化

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

508

・デマンド交通の利
便性向上のための
停留所設置に係る
占用許可手続きの
簡素化

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

509
・ベンチやバス停上
屋設置の際の歩道
有効幅員の緩和

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

509
・ベンチやバス停上
屋設置の際の歩道
有効幅員の緩和

対応 実施時期
スケ

ジュール
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

省庁の
最新見解

内閣府再整理（コメント欄）
（6／1時点）

内閣府
再整理
Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議【再書面協議】　担当省庁の見解（5／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（5／18時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）事務レベ

ル協議を
実施した

もの

内閣府整理 Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方で合意に至ったもの（今後、合意に至った方策を活用して地方において取組を実現していくもの） Ⅱ：提案者の取組を実現するための方策の方向性について合意に至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの

Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの

Ⅰ Ｄ

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は実
施する事業内容を明確化し、各河川管理
者等と協議を進めること。なお、協議を進
めるにあたり支障等があれば、前向きに
協議が行われるよう、国土交通省としても
配慮いただきたくお願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ａ-2 Ⅰ

Ⅰ Ｅ

当初、自治体は首長の権限で停留所を設
置できるよう権限移譲を要望していたが、
協議の中で、警察庁より、権限移譲を行う
ことは困難であるが、交通上危険な場所
に設置しないのであれば、現行法令等で
停留所を設置することは可能との見解が
示されたことについて、自治体は了解し、
かつ交通上危険な場所に設置する予定も
ないことから、要望を取り下げることとした
ため協議終了。

Ⅳ

Ⅰ Ｄ

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は実
施する事業内容を明確化し、各道路管理
者等と協議を進めること。なお、協議を進
めるにあたり支障等があれば、前向きに
協議が行われるよう、国土交通省としても
配慮いただきたくお願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は実
施する事業内容を明確化し、地元警察等
と協議を進めること。なお、協議を進める
にあたり支障等があれば、前向きに協議
が行われるよう、警察庁としても配慮いた
だきたくお願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ
自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。歩道有効幅
員の基準について具体化を図るべく検討
を進めること。

Ⅰ
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内閣官房　地域活性化統合事務局

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における新たな規制の特例措置に関する提案に対する国と地方の協議の結果について

提案事項名
担当省庁
担当課

根拠法令 対応
実施時

期
スケジュー

ル
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など ※対応の但し書き 対応 理由等

総合特区名 提案事項の具体的内容提案事項名
整理
番号

国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答（3／22時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他） 内閣府

整理
Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議 【書面協議】　担当省庁の見解（3／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－2：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

内閣府整
理（コメン

ト欄）
（4／3時

点）

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

511

・地方公共団体の健
康づくり政策策定と
評価のために、被用
者保険のレセプトや
健診データを利用す
るための、情報を匿
名化するルールの
規定

・氏名等のあきらかに個人を特定できる情報の削
除、及び住所や年齢の丸め処理（番地以下を削
除したり、年齢の1桁目を削除する等）を行うことで
特定される人数が一定数以上の場合は個人情報
にあたらないという基準を設定してほしい。

・地方公共団体の健
康づくり政策策定と
評価のために、被用
者保険のレセプトや
健診データを利用す
るための、情報を匿
名化するルールの
規定

消費者庁
消費者制
度課個人
情報保護
推進室

個人情報の保護に関
する法律

Ｄ

特区においても、当該地域の住民のプライバシーを著しく侵害してはならないが，
3月2日付の当庁からの質問への回答では，①「分析」サービスでは個人情報を含
まないデータを利用し，集団分析する，②「管理」サービスでは個人の承諾を得て
関連法令及びガイドラインを遵守するとしており，現行法令等で対応できる。

D（ただし協議後の
質問への回答によ
り修正されたと考え
られる提案内容の
場合）

ａ
今後、本総合特区を進めるにあたり被用者保険者からのデータ提供について相談に応じ
て頂きたい。

提案者は被用者保険者からのデー
タ提供について、問題点や課題を整
理し、検討を進めること。消費者庁
は、提案者が検討を行う際に、適時
協議し、必要な助言等を行うようお
願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

511

・地方公共団体の健
康づくり政策策定と
評価のために、被用
者保険のレセプトや
健診データを利用す
るための、情報を匿
名化するルールの
規定

・氏名等のあきらかに個人を特定できる情報の削
除、及び住所や年齢の丸め処理（番地以下を削
除したり、年齢の1桁目を削除する等）を行うことで
特定される人数が一定数以上の場合は個人情報
にあたらないという基準を設定してほしい。

地方公共団体の健
康づくり政策策定と
評価のために、被用
者保険のレセプトや
健診データを利用す
るための、情報を匿
名化するルールの
規定

厚生労働
省
保険局保
険課

個人情報の保護に関
する法律

Ｄ ― ―
消費者庁より出されている意見に同じ
なお、ご提案の実施に当たっては個人情報の保護に関する法律に加え当省より
出されている各種ガイドラインについても参考とされたい。

D（ただし協議後の
質問への回答によ
り修正されたと考え
られる提案内容の
場合）

ａ
今後、本総合特区を進めるにあたり被用者保険者からのデータ提供について相談に応じ
て頂きたい。

提案者は被用者保険者からのデー
タ提供について、問題点や課題を整
理し、検討を進めること。厚生労働
省は、提案者が検討を行う際に、適
時協議し、必要な助言等を行うよう
お願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

512

・政策の評価を精密
に実施するための
地方公共団体と被
用者保険者の個人
情報を名寄せする
制度の実現

・地方公共団体の政策に個人情報を活用する場
合に､地方公共団体と被用者保険者それぞれが
管理する個人情報に符号付与後に匿名化する運
用に必要な要件を確認したい。

・政策の評価を精密
に実施するための
地方公共団体と被
用者保険者の個人
情報を名寄せする
制度の実現

消費者庁
消費者制
度課個人
情報保護
推進室

個人情報の保護に関
する法律

Ｄ

特区においても、当該地域の住民のプライバシーを著しく侵害してはならないが，
3月2日付の当庁からの質問への回答では，①「分析」サービスでは個人情報を含
まないデータを利用し，集団分析する，②「管理」サービスでは個人の承諾を得て
関連法令及びガイドラインを遵守するとしており，現行法令等で対応できる。

ａ
今後、本総合特区を進めるにあたり被用者保険者からのデータ提供について相談に応じ
て頂きたい。

提案者は被用者保険者からのデー
タ提供について、問題点や課題を整
理し、検討を進めること。消費者庁
は、提案者が検討を行う際に、適時
協議し、必要な助言等を行うようお
願いする。

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

512

・政策の評価を精密
に実施するための
地方公共団体と被
用者保険者の個人
情報を名寄せする
制度の実現

・地方公共団体の政策に個人情報を活用する場
合に､地方公共団体と被用者保険者それぞれが
管理する個人情報に符号付与後に匿名化する運
用に必要な要件を確認したい。

政策の評価を精密
に実施するための
地方公共団体と被
用者保険者の個人
情報を名寄せする
制度の実現

厚生労働
省
保険局保
険課

個人情報の保護に関
する法律

Ｄ ― ―
消費者庁より出されている意見に同じ
なお、ご提案の実施に当たっては個人情報の保護に関する法律に加え当省より
出されている各種ガイドラインについても参考とされたい。

ａ
今後、本総合特区を進めるにあたり被用者保険者からのデータ提供について相談に応じ
て頂きたい。

提案者は被用者保険者からのデー
タ提供について、問題点や課題を整
理し、検討を進めること。厚生労働
省は、提案者が検討を行う際に、適
時協議し、必要な助言等を行うよう
お願いする。

自治体が提案する連節バスを導入・拡大する際の手続の簡素化について、審査
を省略することは困難。ただし、運用において各種申請に使用する書類の転用は
可能。
１）道路運送車両の保安基準緩和認定申請について
○他都市で道路運送車両の保安基準緩和の認定を受けた車両の認定申請の省
略について
　既に保安基準緩和認定を受けた車両と同一車両の場合であっても、使用される
経路が異なる場合、当該道路において、基準を超過する車両が通行することによ
り発生する支障など、交通の危険防止の観点から、個別に確認することが必要。

２）特殊車両通行許可申請について
○保安基準緩和認定申請と特殊車両通行許可申請の同時手続きについて
　保安基準緩和認定申請においては、基準を超過する車両を認定するにあたり、
当該車両が予定経路を通行することにより発生する支障の有無について道路管
理者の意見を聴取する必要があることから、運行経路の提出を求めるものであ
る。
　一方、道路法における特殊車両通行許可申請に係る道路管理者の審査は、実
際に通行する車両が当該道路を物理的に通行可能かどうかを審査するものであ
る。そのため、確認する道路の状況は意見聴取時と特殊車両通行許可申請時と
で異なりうることからその審査を省略することは困難。
○特殊車両通行許可の際の添付図書の簡素化
　特殊車両通行許可の更新申請の際には軌跡図の再提出を求めていない。ま
た、同型車両で同じ軌跡を描くのであれば、過去の軌跡図を使用して申請するこ
とも可能。
○特殊車両通行許可期間の延長
　既に特殊車両通行許可を受けた車両であっても、当該許可時と更新時との間に
道路状況が変化しうるため、道路構造の保全又は交通の危険防止の観点から、
その変化を踏まえて道路管理者が当該車両と道路構造との関係を改めて審査す
ることが必要。
○特殊車両通行許可と道路運送法に基づく路線認可の際の車両制限令に基づく
照会の重複に伴う特殊車両通行許可の省略
　道路運送法（事業許可等）における地方運輸局等から道路管理者の意見聴取
は、当該車両が既存道路を通行する場合の支障について照会するものである。
一方、道路法における特殊車両通行許可申請に係る道路管理者の審査は、道路
管理者において実際に通行する車両が当該道路を物理的に通行可能かどうかを
審査するものである。そのため、確認する道路の状況は意見聴取時と特殊車両
通行許可申請時とで異なりうることから、その審査を省略することは困難。

・保安基準の緩和、特区車両通行許可、道路運送法の事業計画の変更（最大車両費の
変更）のいずれの際にも、道路管理者及び交通管理者は、通行しようとする道路の通行
が物理的かつ交通安全の面から通行の可否について判断されるものと考えており、保安
基準の緩和、特殊車両通行許可、道路運送法の事業計画の変更に際し、交通管理者及
び道路管理者が意見照会と自ら審査をされる場合も基本的に同じ基準で判断をされるの
ではないでしょうか。

・また、道路状況の変化について、現在の更新期間の2年で車両の通行ができなくなるよ
うな状況となることは想定できないことや、何らかの状況の変化が生じうる場合には地域
交通への影響が大きいことから、道路利用者の安全確保のための対策を講じる必要があ
り、審査の判断とは別に判断されるべきものではないでしょうか。

・更に、保安基準緩和申請の際に行う意見聴取時と特殊車両通行許可申請時に確認す
るわずかな時期の差で確認する道路の状況が異なりうることは想定できないのではない
のでしょうか。

・具体的には、下記の点について手続きの簡素化、審査の省略を求めるものです。
１．道路管理者及び交通管理者の合同の協議の場を設けることによる個別申請の意見
照会の省略
　（連節バスの導入にあたり必要となる道路運送法に基づく事業計画変更認可、道路運
送車両法に基づく保安基準の緩和認可及び道路法に基づく特殊車両通行許可の手続き
期間を短縮するため、これらの手続きを同時申請することができることとし、これらの申請
をする場合には、申請者が道路管理者及び交通管理者との合同協議の場を設けることに
より、各々の申請に必要となる意見照会を省略できるものとする。※詳細は別紙参照）
２．認可・許可期間の統一
　（道路運送法に基づく事業計画変更認可、道路運送車両法に基づく保安基準の緩和認
可及び道路法に基づく特殊車両通行許可の期間を「期限なし」に統一を図る。）
３．申請添付図書の簡素化
　（連節バスの特殊車両通行許可の申請の際には、交差点毎に現地測量の上、測量図を
作成し、この測量図に軌跡図を描いた図書の添付を求められているが、トレーラ等の申請
と同様に車両の標準的な軌跡図のみの添付に簡素化を図る。）

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

510
・連節バス（ＢＲＴ）の
導入と拡大に向けた
手続きの簡素化

・導入・拡大の手続きの簡素化により、円滑な導
入の推進を図りたい。

連節バス（ＢＲＴ）の
導入と拡大に向けた
手続きの簡素化

国土交通
省道路局
道路交通
管理課、自
動車局技
術政策課

道路法第４７条の２
道路運送車両の保安
基準第５５条

Ｅ － － ｃ

提案者は、手続きの簡素化等ができ
ないことについて受け入れられない
としており、手続きの簡素化や審査
を省略する具体的な要望もしている
ことから、国交省には、提案者の意
見を踏まえ、引き続きの検討をお願
いしたい。
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kyougi/bessi1/kisei510.pdf


内閣官房　地域活性化統合事務局

総合特区名 提案事項名
整理
番号

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

511

・地方公共団体の健
康づくり政策策定と
評価のために、被用
者保険のレセプトや
健診データを利用す
るための、情報を匿
名化するルールの
規定

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

511

・地方公共団体の健
康づくり政策策定と
評価のために、被用
者保険のレセプトや
健診データを利用す
るための、情報を匿
名化するルールの
規定

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

512

・政策の評価を精密
に実施するための
地方公共団体と被
用者保険者の個人
情報を名寄せする
制度の実現

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

512

・政策の評価を精密
に実施するための
地方公共団体と被
用者保険者の個人
情報を名寄せする
制度の実現

健幸長寿社会
を創造するス
マートウエルネ
スシティ総合特
区

510
・連節バス（ＢＲＴ）の
導入と拡大に向けた
手続きの簡素化

対応 実施時期
スケ

ジュール
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

省庁の
最新見解

内閣府再整理（コメント欄）
（6／1時点）

内閣府
再整理
Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議【再書面協議】　担当省庁の見解（5／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（5／18時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）事務レベ

ル協議を
実施した

もの

内閣府整理 Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方で合意に至ったもの（今後、合意に至った方策を活用して地方において取組を実現していくもの） Ⅱ：提案者の取組を実現するための方策の方向性について合意に至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの

Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの

Ⅰ Ｄ

提案者からの個人情報を含まないデータ
を利用する等の回答を受け、消費者庁は
個人情報を含まないデータであれば個人
情報には該当しないとの見解を示し、提案
者が要望する取組は実現可能であること
が明らかとなったため協議終了。提案者
は被用者保険者からのデータ提供につい
て、問題点や課題を整理し、検討を進める
こと。消費者庁は、提案者が検討を行う際
に、適時協議し、必要な助言等を行うよう
お願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ

提案者からの個人情報を含まないデータ
を利用する等の回答を受け、厚生労働省
は個人情報を含まないデータであれば個
人情報には該当しないとの見解を示し、提
案者が要望する取組は実現可能であるこ
とが明らかとなったため協議終了。提案者
は被用者保険者からのデータ提供につい
て、問題点や課題を整理し、検討を進める
こと。厚生労働省は、提案者が検討を行う
際に、適時協議し、必要な助言等を行うよ
うお願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ

提案者からの個人情報を含まないデータ
を利用する等の回答を受け、消費者庁は
個人情報を含まないデータであれば個人
情報には該当しないとの見解を示し、提案
者が要望する取組は実現可能であること
が明らかとなったため協議終了。提案者
は被用者保険者からのデータ提供につい
て、問題点や課題を整理し、検討を進める
こと。消費者庁は、提案者が検討を行う際
に、適時協議し、必要な助言等を行うよう
お願いする。

Ⅰ

Ⅰ Ｄ

提案者からの個人情報を含まないデータ
を利用する等の回答を受け、厚生労働省
は個人情報を含まないデータであれば個
人情報には該当しないとの見解を示し、提
案者が要望する取組は実現可能であるこ
とが明らかとなったため協議終了。提案者
は被用者保険者からのデータ提供につい
て、問題点や課題を整理し、検討を進める
こと。厚生労働省は、提案者が検討を行う
際に、適時協議し、必要な助言等を行うよ
うお願いする。

Ⅰ

Ⅲ Ｄ -

自治体の要望は実現可能であることが明
らかとなったため協議終了。自治体は手
続きの簡素化の具体的な手法等につい
て、各道路管理者等と協議を進めること。
なお、協議を進めるにあたり支障等があ
れば、前向きに協議が行われるよう、国土
交通省としても配慮いただきたくお願いす
る。

Ⅰ-

１．道路管理者及び交通管理者の合同の協議の場を設けることによる個別申請の意見照会の省略
既存の合同会議の場を活用するなどして、指定自治体と関係道路管理者、公安委員会及び地方運輸局などで
情報交換することで、意見聴取時間の短縮が図られ、審査期間の短縮化が可能。
２．認可・許可期間の統一
今回ご提案の連節バス（ＢＲＴ）は道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する予定の車両
（路線バス）であり、他の路線バスとは異なり車両制限令に定める一般的制限値を超えることから特殊車両通
行許可が必要である。
路線バスに係る特殊車両通行許可の期間は「車両の通行の制限について」（昭和53年12月1日付建設省道交
発第96号道路局長通達）により２年と定め、その旨、技術的助言として各自治体に通知しているところである。
これは、道路の構造が社会的ニーズに応じた歩道幅員の拡幅や交差点改良等により特殊車両通行許可時以
降も変化しうることから、一定の期間毎の再審査にかからしめる必要があることからである。
しかしながら、路線バスは道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業として路線定期運行（路線を定め
て定期に運行する自動車による乗合旅客の運送）を行うものとして道路管理者への意見聴取を踏まえて許可を
受けた場合には、許可を受けた路線に限って通行している。
また、当該路線に係る道路が都市決定されたものである場合には、都市計画基礎調査を通じて関係する道路
管理者、都市計画決定権者等の間で、都市計画上の道路の構造の変更の見通しや交通安全上の課題が共有
され当該路線に係る道路の構造に当面変更がないと見込まれるとともに、特殊車両通行許可に変更を必要と
するような道路の構造に変更を生じる道路工事が当面見込まれない場合がある。
このような場合、路線バスに対する特殊車両通行許可の期間を緩和することは、道路の構造の保全と交通の
危険を防止するという制度の趣旨に反しないものと考えられる。
３．申請添付図書の簡素化
特殊車両通行許可申請にあたっては、車両の通行の許可の手続等を定める省令第６条第２項において、自動
車検査証の写しの他、申請に必要な書類を列記するとともに、「その他道路管理者が許可を行うにつき必要と
認めるもの」を添付しなければならないとされている。これは、個別具体的な審査にあたり、道路管理者が同項
第１号以下の各号に列記される書類以外に必要な書類がある場合にこれを求めることができるようにするため
である。
提案自治体によると、連節バスの特殊車両通行許可の申請の際には、交差点毎に現地測量の上、測量図を作
成し、この測量図に軌跡図を描いた図書の添付を求められているとのことである。しかしながら、一般的に、特
殊車両通行許可限度算定要領による許可限度寸法（長さ）を超える車両について、長さの算定にあたっては、
軌跡図による算定で足りると考えられる。このことから、国土交通省では、同要領において「車両の軌跡図を用
い、算定要領に準じた方法によるものとする」旨を定め、技術的助言として各自治体に対して通知しているとこ
ろである。
しかしながら、許可を行うにつき何が必要な書類となるかは道路管理者に委ねられることから、提案者の具体
的な申請に係る道路管理者に相談されたい。

ａ

１．道路管理者及び交通管理者の合同の協議の場を設けることによ
る個別申請の意見照会の省略
・先ずは、事業計画変更認可、保安基準緩和及び特殊車両通行許可
の申請を行い、既存の合同会議の場を活用し、関係機関が情報交換
することにより意見聴取時間の短縮が図られ、審査期間が短縮化さ
れることが可能であるとの見解をいただき、現行法により対応が可能
であることは理解いたしました。今回の見解について、今後の手続き
の際に審査に反映されるよう関係機関への情報共有をお願いしま
す。

２．認可・許可期間の統一
・特殊車両通行許可の2年間の期間については、国はあくまでも技術
基準を示しているのみで、国の法定受託事務を行う自治体の判断に
よる。また、連節バスが運行する路線の道路管理者間で特殊車両通
行許可の期間の定めについて協議が整えば保安基準の緩和期間と
特殊車両通行許可期間の統一は可能であるとの見解を頂き、現行法
で対応可能であることについては理解いたしました。今回、岐阜県と
も期間を見直すことで共通の認識ができましたので、今後、直轄国道
部分の許可が必要となった場合においても、国道事務所との協議が
整うようご指導をお願いします。
　
３．申請添付図書の簡素化
・データ―を蓄積し、蓄積された軌跡図を活用して審査をすることは可
能であるとの見解をいただき、現行法でも対応が可能であるとの見解
は理解いたしました。なお、今回の提案について岐阜県の理解も得ら
れましたことから、今後は県とも連携してデータ―を蓄積し、合理的な
審査が進むよう努めてまいりますのでご助言をいただけますようお願
い申し上げます。

Ｄ
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